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還付金詐欺 

高齢者宅にかかる、還付金詐欺の電話が一向に減りません。 

市役所の保険課を名乗る人から「払いすぎた保険料の還付金がある。数か月前に案内

の書類を送付したが、返送されず手続きができていない。今日なら銀行から返金でき

る」と電話があり、その後、銀行を名乗る人からの電話で、キャッシュカードや通帳

を持って無人の ATM に行くように案内されます。ATM から指定された番号に電話をか

け、相手の誘導に従って ATM を操作すると、返金どころか、詐欺相手に振り込みをさ

せられてしまいます。 

詐欺相手に振り込んでしまったお金を取り戻すことは、まず不可能です。 

市役所から、返金手続きに ATMへ行くように案内することは、絶対にありません。 

「公的機関」から「返金」に関する電話があった時には、落ち着いて、消費生活セン

ターにご相談ください。 

 

お問い合わせ先 

門真市消費生活センター 

06-6902-7249 


